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 なお、授業料は平成２４年度据置、前回改定から３年後の平成２５年度見直しを予定しております。                

                                                  以上（事務局 今井）  
 

     平成２４年度校納金改定のお知らせ 
 
泰日協会学校理事会が運営しておりますバンコク校、シラチャ校に関し、格別のご理解ご協力をい

ただき厚くお礼申し上げます。両校は、皆様からいただく校納金、企業寄附金、および日本政府ご支援

により運営されておりますところ、今般、校納金を下記のとおり改定させていただくこととしました。今後

ともよりよい学校づくりを行ってまいります。諸事情ご賢察、ご支援のほどお願い申し上げます。 
  

（入学金および施設利用料の改定） 
 両校では校舎建設補修、大型備品の購入など大規模支出は、入学金および施設利用料を多年度に

わたり積み立て、支出に充てることを原則にしております。これらの入学一時金は、公平性の観点から、

３年毎に見直しております。平成２４年度はその改定年度にあたり、学校理事会は下記１．のとおり入

学金および設利用料を改定させていただくことを決定いたしました。改定後の入学金および施設利用

料は、学校理事会が運営するバンコク校およびシラチャ校に適用いたします。学校理事会では、今後

とも想定される両校の大規模支出に備え、学校財政を中長期的に健全維持していくことが肝要と判断、

今回の決定を行いました。ご理解ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 
 
 （シラチャ校特別入学金の改定） 
 学校理事会では、シラチャ校開校後も引き続き地域所在の日系企業等に寄附金募金をお願いしてお

ります。本寄附金募金は、寄附金支払先との公平性維持、現在検討中の校舎増設資金確保のため、

当面継続（５年程度）、未応諾先、新規進出先に寄附金をお願いしてまいります。寄附金に応じていた

だけない先様からのシラチャ校編入学に関しては、シラチャ校特別入学金を設定、受入を行っておりま

す。今回の改定にあたり、シラチャ校特別入学金については下記２．のとおり改定を決定させていただ

きました。本改定後、施設利用料合算で２１万バーツ、入学金および施設料合算の１０．５万バーツの

倍となっております。あわせ、ご理解ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 
 

                            記 
 
 １．入学金および施設利用料の改定（平成２４年４月実施） 

入学金   ； 小中学部 各   ３０，０００バーツ → 同 ３５，０００バーツ 
施設利用料； 小中学部一貫   ６０，０００バーツ → 同 ７０，０００バーツ 
 

 ２．シラチャ校特別入学金の改定（平成２４年４月実施） 
シラチャ校特別入学金  ；   １２０，０００バーツ → １４０，０００バーツ 
（施設利用料７０，０００バーツとともに申し受けます） 


